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学生ハウジングでは、敷金の精算に関して、国土交通省発行の『原状回復をめぐるトラ

ブルとガイドライン』に基づき、退去後の原状回復費用について、その負担割合の査定

を行っております。査定は、５名の敷金保証金診断士(NPO法人日本住宅性能検査協会認定)

が行っております。 

当社では、敷引き(解約引き)特約で入居者募集をされている物件(居住用賃貸物件) は、

取り扱いしておりません。 


